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幼保連携型認定こども園等の認可について 
 
１ 概 要 

次の園について、関係法令等に基づき、市長が認可を行うに当たって、当分科会
の意見を伺うもの。 

施設名称 あざみ野こども園 

認可・開園予定日 令和４年４月１日 

施設類型 幼保連携型認定こども園 

認可(利用)定員 
合計 50名 

１号：20名 ２・３号：30名 

法人名 学校法人 あざみ野学園 

代表者職・氏名 理事長 阿邉 みどり 

施設所在地 いわき市川部町赤坂 110 

現施設類型 幼稚園（新制度、現あざみ野幼稚園） 

認可基準（市条例等） 適：（Ｐ３参照） 

他運営施設 
あざみ野保育園（幼稚園併設認可外保育施設、認定

こども園化に伴い令和４年３月 31日廃止予定） 

 

施設位置図 

〇あざみ野こども園（いわき市川部町赤坂 110） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

あざみ野こども園 
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【あざみ野こども園　図面】
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調理室
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保育室
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２F
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南側⇒

第２園庭

603.00㎡

園舎総面積 784.95㎡
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２ 主な基準と確認内容及び基準適合の適否 

● 主な基準と確認内容及び基準適合の適否 

※ 認定こども園法、市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例等に基づくもの 

条

項 
基準（条文抜粋（一部省略等あり）） 確認内容 

適

否 

法
第
１
２
条 

（設置者） ・法人登記謄本により、学校法人格を確

認。 

適 

幼保連携型認定こども園は、国、地方公

共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが

設置することができる。 

 

法
第
１
４
条 

（職員） ・職員名簿により確認。 

 園長  ：1名 

 保育教諭：13名 

適 

幼保連携型認定こども園には、園長及び

保育教諭を置かなければならない。 

条
例
第
５
条 

（学級の編制の基準） 
 

年齢 学級数 

3歳児 1 

4歳児 1 

5歳児 1 

合計 3 

適 

満３歳以上の園児については、教育課程に

基づく教育を行うため、学級を編制。 

条
例
第
６
条 

（園舎及び園庭） ・実地調査及び図面により確認 適 

幼保連携型認定こども園には、園舎及び園

庭を備えなければならない。 

 

園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接す

る位置に設けることを原則。 

 

・実地調査及び図面等により、同一敷地内

であることを確認 

適 

園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した

面積以上。 

(１) 次の表の左欄に掲げる学級数の区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に定

める面積 

学級数 面積（㎡） 

１学級 180 

２学級以上 320+100×（学級数-2） 

 

(２) 満３歳未満の園児数に応じ、次の

規定により算定した面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)の必要面積： 

320+100×（3-2）＝420㎡ 

(２)の必要面積：26.4㎡ 

０・１歳児：3.3×5人＝16.5㎡ 

２歳児：1.98×5人＝9.9㎡ 

 

⇒・必要面積（(１)+(２)）＝446.4㎡ 

・園舎面積 ＝784.95㎡ 

 

∴ 必要面積＜園舎面積 ⇒〇 

 

            【単位：人】 

利

用

定

員 

年齢 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

1号 - - 5 7 8 20 

2・3

号 
5 5 5 8 7 30 

合計 5 5 10 15 15 50 
 

適 

第７条 

６ 次の各号に掲げる設備の面積は、それぞれ当

該各号に定める面積以上とする。 

(１) 乳児室又はほふく室 3.3 平方メートルに

満２歳未満の園児数を乗じて得た面積 

(２) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満

２歳以上の園児数を乗じて得た面積 
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条
例
第
７
条 

（設備の基準） ・図面及び実地調査により各設備を確認 

■職員室 

■乳児室又はほふく室 

■保育室 

■遊戯室（専用） 

■保健室（職員室内）  

■調理室 

■便所 

■飲料水用設備 

■手洗用設備及び足洗用設備 

 

適 

園舎には、次に掲げる設備を備えなければ

ならない。ただし、特別の事情があるとき

は、保育室と遊戯室及び職員室と保健室と

は、それぞれ兼用することができる。 

(１)職員室 (２)乳児室又はほふく室  

(３)保育室 (４)遊戯室 (５)保健室  

(６)調理室 (７)便所 (８)飲料水用設

備 

(９)手洗用設備及び足洗用設備 

飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用

設備と区別して備えなければならない。 

 

・実地調査により確認 適 

次の各号に掲げる設備の面積は、それぞ

れ当該各号に定める面積以上とする。 

(１) 乳児室又はほふく室 3.3㎡に満

２歳未満の園児数を乗じて得た面積 

(２) 保育室又は遊戯室 1.98平方メー

トルに満２歳以上の園児数を乗じて

得た面積 

 

 

 

 

 

区分 必要面積 実面積 

乳児室又は

ほふく室 
16.5㎡ 39.745㎡ 

保育室又は

遊戯室 
89.1㎡ 280.635㎡ 

 

参考（実面積） 

1歳児室 39.745㎡ 

保育室 

（2歳児室） 
39.745㎡ 

保育室 A 28.98㎡ 

保育室 B 34.28㎡ 

保育室 C 34.78㎡ 

保育室 D 50.40㎡ 

遊戯室 92.45㎡ 
 

適 

・ 第１項に掲げる設備のほか、園舎に

は、規則で定める設備を備えるよう努め

なければならない。 

 

 

 

 

（努力義務） 

■放送聴取設備 

■映写設備 

■水遊び場 

■園児洗浄用設備 

■図書室（図書コーナー） 

□会議室 

適 

条
例
第
８
条 

（園具及び教具） ・実地調査により確認・指示済 

■ピアノ等の楽器、その他教具 

■薬箱等の設置 

■その他（ＡＥＤ） 

適 

幼保連携型認定こども園には、学級数及

び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健

衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園

具及び教具を備えなければならない。 

 
条
例
第
９
条 

（職員の配置の基準） ・クラス編成表・職員名簿等により確認 適 

幼保連携型認定こども園には、学級ごと

に担当する専任の主幹保育教諭、指導保育

教諭又は保育教諭（次項において「保育教

諭等」という。）を１人以上置かなければな

らない。 

第７条 

６ 次の各号に掲げる設備の面積は、それぞれ当

該各号に定める面積以上とする。 

(１) 乳児室又はほふく室 3.3 平方メートルに

満２歳未満の園児数を乗じて得た面積 

(２) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満

２歳以上の園児数を乗じて得た面積 

条例施行規則 第２条 
(１)放送聴取設備 (２)映写設備 (３)水遊
び場  (４)園児洗浄用設備  (５)図書室 
(６)会議室 
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幼保連携型認定こども園に置く園児の教

育及び保育（満３歳未満の園児について

は、その保育。以下同じ。）に直接従事する

職員の数は、別表の左欄に掲げる園児の区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める員

数を合算した数以上の数とする。ただし、

当該職員の数は、常時２人を下回ってはな

らない。 

 

園児 員数（人） 

満１歳未満 3 人につき１人 

満１歳以上満３歳未満 6 人につき１人 

満３歳以上満４歳未満 20 人につき１人 

満４歳以上 30 人につき１人 
 

 

・利用定員における必要職員数 

利用定員 
必要職員数 

年齢 人数 

0歳 0 0.0 

1・2歳 10 1.7 

3歳 10 1.0 

4・5歳 30 1.0 

合計 50 3.7 

 

・職員名簿等により、交代要員等も含め 13

人の職員（有資格者）の雇用を確認（時間

毎の平日、土曜日のシフトもチェックし基

準を満たすことを確認済み） 

 

適 

・ 幼保連携型認定こども園には、調理員

を置かなければならない。 

 

・自園調理であり、2名の調理員の雇用を

確認 

適 

・ 幼保連携型認定こども園には、規則で

定める職員を置くよう努めなければなら

ない。 

 

（努力規定） 

■副園長又は教頭 

☐主幹養護教諭・養護教諭・養護助教諭 

■事務職員 

 

 

 

 

適 

条
例
第
１
０
条 

（教育及び保育を行う期間及び時間） ・運営規程、年間行事予定表などにより確認 適 

幼保連携型認定こども園における教育及

び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる

要件を満たすものでなければならない。 

 

(１) 毎学年の教育週数は、特別の事情

がある場合を除き、39週を下回って

はならないこと。 

(２) 教育に係る標準的な１日当たりの

時間（次号において「教育時間」と

いう。）は、４時間とし、園児の心身

の発達の程度、季節等に適切に配慮

すること。 

(３) 保育を必要とする子どもに該当す

る園児に対する教育及び保育の時間

（満３歳以上の保育を必要とする子

どもに該当する園児については、教

育時間を含む。）は、１日につき８時

間を原則とすること。 

 

 

 

 

 

規則 第３条 
(１) 副園長又は教頭 
(２) 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭 
(３) 事務職員 
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条
例
第
１
１
条 

（子育て支援事業の内容） ・下表の５つの取組のうち、①を実施する

予定であることを確認 

 

 

適 

・ 幼保連携型認定こども園における保護

者に対する子育ての支援は、保護者が子

育てについての第一義的責任を有すると

いう基本認識の下に、子育てを自ら実践

する力の向上を積極的に支援することを

旨として、教育及び保育に関する専門性

を十分に活用し、子育て支援事業のう

ち、その所在する地域における教育及び

保育に対する需要に照らし当該地域にお

いて実施することが必要と認められるも

のを、保護者の要請に応じ適切に提供し

得る体制の下で行うものとする。その

際、地域の人材及び社会資源の活用を図

るよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定こども園法施行規則第２条各号に掲げる次の

事業のうち、１つ以上を実施 

 

① 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を

行う場所を開設する等により、当該子どもの養

育に関する各般の問題につき、その保護者から

の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その

他必要な援助を行う事業 

② 地域の家庭において、当該家庭の子どもの養

育に関する各般の問題につき、その保護者から

の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その

他必要な援助を行う事業 

③ 保護者の疾病その他の理由により、家庭にお

いて保育されることが一時的に困難となった地

域の子どもにつき、認定こども園又はその居宅

において保護を行う事業 

④ 地域の子どもの養育に関する援助を受けるこ

とを希望する保護者と当該援助を行うことを希

望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を

行う事業 

⑤ 地域の子どもの養育に関する援助を行う民間

の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び

助言を行う事業 



令和４年

入園のしおり

幼保連携型
認定あざみ野こども園



運営主体・施設の概要
 運営主体 学校法人あざみ野学園
 理事⻑ 阿邉 みどり
 所在地 〒979-0153

福島県いわき市川部町赤坂１１０
 連絡先 TEL 0246-78-0666

FAX 0246-78-0667

 施設種類 幼保連携型認定こども園
 施設名 あざみ野こども園
 所在地 〒979-0153

福島県いわき市川部町赤坂１１０
 連絡先 TEL 0246-78-0666

FAX 0246-78-0667
 管理者 園⻑ 阿邉 みどり

 利⽤定員 ５０人（合計）

利⽤
定員

年齢区分 １歳
児

２歳
児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

１号 ー ー ５人 7人 8人 ２０人

２号
３号 ５人 ５人 ５人 8人 7人 ３０人

合計 ５人 ５人 １０人 １５人 １５人 ５０人

2

31951
四角形



施設の目的・内容
（施設の目的）
あざみ野認定こども園（以下、「当園」という。）は特定保育、
教育施設の適切な運営を確保するために人員および管理運営に
関する事項を定め、当園を利⽤する⼩学校就学前の⼦どもに対
し、適切な特定教育・保育を提供することを目的とする

（提供する特定教育保育の内容）
当園は⼦ども⼦育て⽀援法、その他関係法令等を遵守し、幼保
連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、利⽤⼦どもの⼼
身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供する

教育および保育の理念と⽅針

あざみ野こども園の教育⽅針

1. 国際社会の中で活躍できる国際人の基礎を
育てます

2. ⾃然豊かなロケーションの中で運動能⼒や社会性を
育てます

3. 一人ひとりの⼼をうけとめることにより、⾃分の気
持ちをしっかりと表現出来るようコミュニケーショ
ン能⼒の確⽴に努めます。

4. 遊びを中⼼とした生活を通して、一人ひとりに応じ
た総合的教育を基本とします。

あざみ野こども園の教育・保育目標

1. みんなと仲よくすごせる⼦ども
2. みんなと楽しくお話ができる⼦ども
3. ⾃分のことは⾃分でできる⼦ども
4. なにごとにも興味を持って取り組む⼦ども

3
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教育および保育の特徴
Ⅰ特別教育

歌・ピアノ・三原色絵画・体操・サッカー・
スイミング・英語・表現・茶道・書道・
森のようちえん・乗馬

上記１２科目を特別教育として各学年、カリキュラムの中に組
み込み、各分野の専門講師による教育の充実を図り、質の高い
教育を体験しています。

歌の教室（全クラス）・ピアノ（年⻑・年中）
歌の中にある⽇本語の美しさなどを⾔葉の基本として学びます。
年⻑は発表会でピアノ独奏を⾏います。５本の指の発達ができ
鉛筆が持てることも証明しています。
＊渡辺 裕美⼦先生

三原色絵画教室（年⻑・年中）
描くものを良く⾒てさわって赤・⻘・⻩・⽩色の絵の具で色を
作り描く絵画教室です。ものをよく⾒て、その生物の成り⽴ち
より色を染めていくのでデッサンできない⼦も誰でも絵を描く
ことができます。
＊関志路 光恵先生 ＊髙橋 千春先生

体操教室（年⻑・年中・年少）
体全体を使うことで幼児の基本である発達機能の促進を図りま
す集団活動の楽しさを学びます。
＊齊藤 英美先生

サッカー教室（年⻑・年中）
⼼身、特に神経系の発育発達がめざましい幼児期に、サッカー
をしてルールを理解し体を動かすことの爽快さや楽しさを体感
します。
＊高木 喬先生

スイミング教室（年⻑・年中・年少）
ＪＳＳスイミングスクールで水に慣れ親しみ、泳ぐ楽しさを体
験します。
＊ＪＳＳスイミングコーチ

英語教室（全クラス）
国際人の基礎を育てるため、英語の歌、ゲームなどを通し、生
きた英語を楽しく学びます。
＊佐川 さとみ先生

4
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表現遊び教室（全クラス）
表現遊びを通して⼼や体が開放され、⾃分を表現することがで
きるようになり、⾔葉遊びを通して、美しい⽇本語、正しいア
クセントを学び、想像⼒・集中⼒・豊かな⼼を培います。
＊森 絵留先生 ＊緑川 ♡大（ＣＯＣＯＲＯ）先生

茶道教室（年⻑・年中・年少）
⽇本の伝統⽂化にふれ、初歩的なお茶の作法を身につけ、思い
やりの⼼や、季節を感じお茶をいただくという茶道の⼼を育て
ます。
＊安島 喜久枝先生

書道（年⻑・年中・年少）
書に親しむことで正しい姿勢や集中⼒など精神の鍛練にもつな
がります。
＊赤坂 学山先生

森のようちえん（年⻑・年中）
豊かな人間形成のための⾃然体験活動です。活動を通し主体性、
⾃発性、社会性を養い、何事も興味を持つ⼦どもを育てます。
そして感覚のアンテナを広げます。
＊鈴木 信一先生 ＊鈴木 晴美先生

Ⅱ⾷育・⻭科指導

年間を通じ、⻭科衛生⼠さん、管理栄養⼠さんによる⾷育・⻭
科指導を⾏い、⾃分の健康に気をつける基礎を育てます。
年２回、⼦どもたちが収穫した野菜やお⽶でクッキングをしま
す。

乗馬（全クラス）
馬に乗ることで他者との接し⽅などを学んだり、達成感を得る
ことで挑戦する意欲を高めていきます。
＊ヘレナ国際乗馬倶楽部

絵本図書の充実
絵本は⼼を豊かにし、考える⼒を養ってくれます。また貸出絵
本は⼦ども達に読書の習慣がつくのと共にすべての知的能⼒の
基礎となります。また、整理整頓の習慣が身につきます。⼦ど
もたちはこの⽇を⼼待ちにし、読みたい本を選んでいます。
＊毎週水曜⽇に２冊選んで持ち帰ります。
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開園⽇・休園⽇および開園時間
①１号認定（幼児教育のみを必要とする満３歳以上の⼦ども）

開園⽇ ⽉〜⾦曜⽇

休園⽇ 土曜・⽇曜・祝⽇

⻑期休暇 夏期休業 ⼩学校に準ずる
冬期休業 ⼩学校に準ずる
学年末休業 ⼩学校に準ずる
教育時間 １０︓００〜１４︓００

預かり保育 ７︓３０〜 ８︓００（早朝保育）
１４︓００〜１６︓３０（延⻑保育）
※料⾦別途・要申請

①２・３号認定（保育を必要とする⼦ども）

開園⽇ ⽉〜土曜⽇

休園⽇ ⽇曜・祝⽇ 年末年始（１２⽉２９⽇〜１⽉３⽇）

保育標準時間 ７︓３０〜１８︓３０（１１時間）

保育短時間 ８︓００〜１６︓００（８時間）

預かり保育 ７︓３０〜 ８︓００（早朝保育）
１６︓００〜１８︓３０（延⻑保育）
※料⾦別途・要申請

※非常災害や感染症の流⾏等などの場合、
臨時に休園する場合があります。
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デイリープログラム
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年間⾏事 ※赤字は保護者参加⾏事となります

【４〜６⽉】 始業式・入園式・家庭訪問・内科検診
ＣＡＰワークショップ・親⼦遠足・田植え
さつま芋苗うえ・眼科検診・⻭科指導
⻭科検診・家族参観⽇・交通教室

【７〜９⽉】 お茶会・七⼣・終業式・奉仕作業・始業式
夏祭り・稲刈り・スポーツフェスタ

【１０〜１２⽉】 願書受付・クッキング
ハロウィンパーティー・七五三参り
勤労訪問・おもちつき・交通教室
発表会・終業式

【１〜３⽉】 始業式・消⽕訓練・お茶会・書道教室
豆まき・保育参観・新入園児一⽇入園
お別れ遠足・ひな祭り・終業式・卒園式

【毎⽉開催】 お誕生会・避難訓練・身体測定

・地域の皆さんとの交流を⾏います。
（田植え、家族参観⽇、お茶会、稲刈り、ひな祭り会

七⼣会）

・川部⼩学校、川部中学校、川部公⺠館シニア学級
「デイサービスいっしょ」との交流をしています。

・⼦育て⽀援事業、キララクラブを開設し、未就園児と保護者
の交流を⾏っています。
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教育・保育時間について

 保育時間の適正利⽤をお願いいたします。

お仕事が終わり次第、お迎えをお願いいたします。また、仕事帰
りの買い物やきょうだいの習い事等の送迎は保育の提供利⽤から
外れ、利⽤ができなくなりますのでご注意ください。

 ３号認定（１〜２歳児）のお迎えは保育園へお越しください。

 １・２号認定（短時間・標準時間利⽤の３〜５歳児）のお迎え
は１６︓００までは幼稚園へ、１６︓００以降は保育園へお越
しください。

 １号認定のお預かり保育があります。利⽤される場合は、必ず
降園時間、おやつ提供の有無をクラス担任にご連絡ください。

 ２・３号認定も同様に、早退等をするときには、必ず事前に降
園時間、おやつ提供の有無をクラス担任にご連絡ください。

 早朝・延⻑保育の⽀払いはチケットでお⽀払いください。
チケットは１綴り１，０００円（１００円１０枚）です。

 就労やその他の理由で、家庭での保育が困難な場合に限っての
み、預かり保育・土曜保育を実施します。

保育を必要とする理由以外（私⽤やきょうだいの習い事
の送迎など）、仕事がお休みの場合の土曜保育利⽤は原
則できません。利⽤する場合は、別途、土曜勤務証明書
を提出していただきます。

保護者の利便性の観点より、お預かり保育等の事業があり
ますが、幼い⼦どもの⼼の発達、健康な成⻑を考慮すれば
就労等どうしてもお預り等を利⽤しなければならない以外
は上記の点より安⼼してご家庭の皆様と過ごすことの大切
さをご理解ください
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給⾷の提供について
 園内に厨房を設備しました。全てのクラスに安全・安⼼のバラ

ンスのとれた給⾷とおやつを提供します。

 アレルギーを持つお⼦様については、ご家庭でお弁当の準備を
お願いします。

服装と持ちものについて

 １〜２歳児は⾃由服登園です。お⼦様の年齢にあった着脱しや
すいものをご⽤意ください（フリルのついたスカート、フード
のついた服、オーバーオール、丈の⻑いズボン、サンダルなど
は安全上危険ですので避けるようにしてくだい）

 １~２歳児は、活動中の服装（⾃由服）のまま、お昼寝となり
ます（締め付けのあるものや装飾のあるものはお控えくださ
い）

 ３・４・５歳児は、制服での登降園となります。定められた服
装・カバン・制帽で通園してください。

《 春・秋・冬 》
• 帽⼦ 革靴
• ブレザー（ポケットにハンカチとティッシュ）
• ⽩ポロシャツ（園指定のもの）
• ズボン・スカート
• ⿊ハイソックス（園指定のもの）
• 冬⽤に園指定のベスト・セーターがあります（希望者の

み）

《 夏 》
• ⻨わら帽⼦ 革靴
• 半袖⽩ポロシャツ（園指定のもの）
• ズボン・スカート
• ⿊クルーソックス（園指定のもの）
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制服・制帽・⿊革靴 制服は第一礼装です。
毎⽇の登降園、⾏事にも着⽤します。
清潔にしてください。

体操服 登園後、体操服に着替えます。
毎⽇持ち帰りますので洗濯して
翌⽇持たせてください。

スモック
運動靴

週末持ち帰りますので洗って⽉曜⽇に
持たせてください。

上ばき ⽩色バレーシューズ

靴下 園指定の⿊色靴下

カバン 園指定の幼稚園カバン

すべてのものに名前をかいてください

服装に関してのお願い

• ⾒やすいところに名前をひらがなで大きく書いてください

• 足にあう靴を履かせてください
（サイズをいつも確認してください）

• 運動靴は⾃分で脱ぎ履きできるものとします。
（サンダル・ブーツ・ひも靴は✖）

• 制服、体操服の追加注⽂はいつでも可能です。
連絡帳に記入して、担任に注⽂してください。

• 幼稚園のズボン、靴下などを借りた場合は、洗濯してすぐ返却してください。

• 園で準備しております下着（パンツ）は新しい物です。
使⽤した場合には新しい下着（パンツ）を購入してお返しください。

服装について
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すべてのものに名前をかいてください

• 週末、通園バックに上履き（上履き入れ）、運動靴（ビニール
袋を入れた運動靴入れ）カラー帽⼦・スモックをいれて持ち帰
ります。
きれいに洗って⽉曜⽇に持たせてください。

• 園に着替え一式・・・シャツ、パンツ、⿊靴下、ポロシャツ、
体操服を置いておきます。

• ⾷べ物、市販のおもちゃ、⾦銭、危険なものは持たせないでく
ださい。（シール類、遊べるキーホルダー、ネックレスなど）

• カバンにつけるキーホルダーは⼩さなもので、尖っておらず、
ぶつかっても危なくないものを一つだけにしてください。
ルールは守りましょう。

• 制服や体操服等、ご兄弟の使ったものや、譲り受けたものを使
⽤されるときには名前を書き換えてください。

持ちものについて

水筒 お茶かお水を入れてください。

連絡帳・シール手帳 毎⽇確認をしてください。
シール手帳には連絡ノートを挟んでください

コップ
（巾着袋に入れて）

⻭磨きに使⽤します。毎⽇洗って持たせてく
ださい

お箸セット 箸、フォーク、スプーンの３点セット

⻭ブラシ
（キャップをつけて）

⾷後、⻭磨きをします。⻭磨きフォームは園
で⽤意します。きれいな⻭ブラシを持たせて
ください。
※⻭ブラシキャップは⾃分で

開け閉め出来る物
体操着袋 幼稚園のみ 体操服を毎⽇持ち帰りますので、洗濯して次

の⽇に持たせてください。

毎日持ってくるもの
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納付⾦について
 納付⾦（利⽤者負担等）はご指定の⼝座より毎⽉１０⽇に引き

落としをさせていただきます。
手数料が１０円かかります。

 利⽤者負担額につきましては、別紙「利⽤者負担額について」
をご確認ください。

 一部現⾦を徴収する場合があります。その都度、納入袋をお渡
ししますので、現⾦をおつりのないように入れて持たせてくだ
さい。領収はお手帳に記入しますので、納めた⽇は必ず確認を
お願いします。

登降園管理について

① １号認定
朝の送りは８︓００以降9︓00までに
帰りのお迎えは１３︓５９までにお願いします。
上記の時間を前後しますと料⾦が発⽣します。

② ２号・３号短時間
朝の送りは８︓００以降9︓00までに
帰りのお迎えは１５︓５９までにお願いします。
上記の時間を前後しますと料⾦が発⽣します。

③ ２号・３号標準時間
朝の送りは７︓３０以降９︓００までに
帰りのお迎えは１８︓２９までにお願いします。
園は１８︓３０で閉園しますので、必ず時間厳守で
お願いいたします。

 欠席や遅刻をする場合は、必ず園へご連絡ください。

 登降園バスは１号認定のみの運⾏になります。

 通園バスは安全第一に、時間通りの運⾏に努めますが、交通事
情等により時間が前後する場合もありますのでご了承ください。

 バスを待たせることのないよう、余裕をもって準備をしてくだ
さい。

 通園バスに乗降する際には、必ず保護者の⽅が付き添いをして
ください。しっかりと手をつないでお待ちください。

 事情により、お迎えに出られず、身内の⽅などに依頼する場合
は、必ず園までご連絡ください。
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 一度決められた乗降場所・時刻は特別な事情がない限り、途中
変更ができない場合がありますので、ご了承ください。

 欠席や通園バスを利⽤しない場合は、必ず事前に園へ連絡して
ください。

 天候・交通事情等で、運⾏できない場合もあります。

健康管理について
 登園では、健康診断を年２回、学校医、学校⻭科医の先生にお願い

しております。（眼科検診は年１回）
健康診断の結果は、個別に各家庭にお知らせいたします。

内科検診・・・４⽉ １０⽉
（学校医 鈴木先生（森のこどもクリニック））

⻭科検診・・・６⽉ １１⽉
（学校⻭科医 ⼩川先生（⼩川⻭科医院））

眼科検診・・・６⽉
（眼科医 飯塚先生（いいづか眼科クリニック）

尿検査・・・・年２回

身体測定・・・毎⽉１回

 健康に登園しても、保育中に体調不良の状況が生じた場合、基本的
には３７．５℃以上の発熱や全身症状を⾒て熱が高くなくても、お
⼦様が健康に生活を送れない状態の場合は、お知らせいたしますの
で早めのお迎えをお願いいたします。

■ 前日に熱があった場合、次の日はお休みください。
またご家庭でケガをしたなど健康上に変わったことがあれば
登園時に必ずお知らせください。

 病気やケガの後に登園されるときは、医師に登園してもよいかどう
かを確かめてください。持病のあるお⼦様は必ず入園の際にお知ら
せください。

 感染症と診断されたときは、他のお⼦様にうつりますので、お休み
いただきます。完治して登園される場合には、医師に登園の可否を
おたずねください。登園基準については、別紙「学校感染症と出席
停止の基準」をご確認ください。

 感染症が出た場合は、一⻫メール等でお知らせいたします。感染防
止にご協⼒ください。

 ⽖が⻑すぎると不衛生であると同時に、遊びの際危険を伴いますの
で、１週間に１回は必ず点検して切ってください。

 集団保育に際して、特段の配慮を必要とするお⼦様の場合は、必ず
入園前にご相談くださいますようお願いします。
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与薬について

 登園前または帰宅後、可能な薬はご家庭での服⽤をしてくだ
さい。

災害時について

 非常時は別途定める「あざみ野こども園防災計画」等により対
応します。

 ⽕災が発生した際は、避難場所による避難経路にて園庭または
浄円寺まで避難いたします。
なお、大地震の際の緊急避難場所は
園または「浄円寺」です。
この場合は園児の安全確保のため、
原則お迎えをお願いいたします。

 大災害時、情報が混乱した際などには、「緊急連絡票」により
救急や医療、⾏政との連絡を⾏います。

 災害時の避難を想定して避難訓練（⽕災・地震）を⾏います。

 主な防災設備は、消⽕器、誘導灯、⽕災報知器です。

保険について
 当園では下記の保険に加入しています。

・独⽴⾏政法 ⽇本スポーツ振興センター

（保険の種類） 災害共済給付付

（利⽤者負担） ２４０円／年

・損害保険ジャパン株式会社

（保険の種類） 傷害保険

（利⽤者負担） なし

駐⾞場について
 駐⾞場には限りがあります。特に混み合う時間帯をご理解の上、

ご利⽤ください。

 駐⾞場内での事故・トラブルに関しましては一切の責任を負い
かねます。
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個人情報について

 当園での教育・保育の提供にあたって、職員および職員だった
者が知り得た個人情報や秘密は、法令による場合を除くほか、
保護者の同意を得ず、第三者に提供することはありません。

 当園のホームページおよびブログは、園児および保護者、職員
のプライバシーを尊重の上、情報発信のために一般に公開して
います。使⽤させていただく写真は、個人の特定できないもの
に限ります。

 写真の取り扱いについては、十分の配慮をいたしますが、掲載
を望まれない⽅はお申し出ください。

ご意⾒・ご要望解決について

 当園のご意⾒・ご要望解決の体制は下記の通りです。担当の
職員以外にもお気軽にお声かけください。

ご意⾒・ご要望・苦情解決までのながれ

ご意⾒・要望・相談 サービス利⽤者
保護者

解決者の段階で納得いかない
場合、話し合いへの⽴ち合い
などを求めることができます。

確認報告を受けた
通知を⾏います

保護者の求めに
応じて報告しま
す

意⾒・要望などの
受付担当者

主任・担任

意⾒・要望などの
受付・記録します

第三者委員
【相談窓⼝】

必要に応じて話し合いに
⽴ち合います。

報 告

意⾒・要望などの
相談解決者

園 ⻑

話し合いにより意⾒・
要望などを解決します。
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利⽤の開始と終了について

 当園は以下の場合に教育・保育の提供を開始します。

（利⽤者の内定）

１号認定の⼦ども 施設の管理者が定めた選考⽅法

２・３号認定の⼦ども 市の利⽤調整による

（選考⽅法）

当園の教育理念に基づき決定する⽅法

申込を受けた順序に決定する⽅法

抽選により決定する⽅法

【必要以上に応募がある場合の優先順位】

①兄弟姉妹が在園しているお⼦様

②その他は基本的に面接により選考します。選考同順位の場合に
は、卒園児のお⼦様、川部地域のお⼦様、障害児及び病気・イン
クルーシングの場合は、医療機関との連携を取りながら、集団生
活が可能なお⼦様を優先します。

（退園理由）

１・２・３号認定⼦どもに該当しなくなったとき（卒園を含む）

保護者から退園の申し出があったとき

利⽤継続が不可能であると市が認めたとき

その他、利⽤継続の重大な⽀障またが困難が生じたとき
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利⽤負担額について
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学校感染症と出席停止の基準
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